
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

京
都
市
北
区
紫
野
東
藤
ノ
森
町
一
一
番
地
の
一

Ｃ
Ｏ
Ｊ
Ｏ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

ワ
ン
・
ユ
ジ
ュ
ア
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
西
区
新
町
二
丁
目
三
番
一
三

八
〇
一

有
限
会
社
キ
ャ
フ
ェ

清
算
人

小
西

和
樹

解
散
公
告

当
法
人
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
一
四
八
条
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
西
天
満
二
丁
目
二
番
三

Ｅ

〇
一
号

一
般
社
団
法
人
Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ

ｊ
ｏ
ｂ

ｐ
ａ
ｒ

ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ

代
表
清
算
人

坂

房
和

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
府
守
口
市
南
寺
方
中
通
二
丁
目
二
番
二
四
号

有
限
会
社
ホ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン

清
算
人

岡
田

裕
靖

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
福
島
区
吉
野
一
丁
目
一
二
番
二
二
号

富
栄
合
同
会
社

清
算
人

毛

瑞

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
港
区
市
岡
二
丁
目
二
番
四

一
〇
五
号

Ｊ
Ｌ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

紀

良

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
生
野
区

北
一
丁
目
二
一
番
二
九
号
生
野

ハ
イ
ツ
八
一
五
号

嘉
恩
株
式
会
社

代
表
清
算
人

孔

維
奇

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
市
東
淀
川
区
淡
路
二
丁
目
四

七
豊
瑞
合
同
会
社

清
算
人

王

珍

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
四
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
阪
府
堺
市
西
区
浜
寺
諏
訪
森
町
西
四
丁
三
一
七

番
地
三

Ｄ
＆
Ａ
デ
パ
ー
ト
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
合
同
会
社

清
算
人

デ
ィ
ン
・
テ
ィ
・
ゴ
ッ
ク
・
ア
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

神
戸
市
中
央
区
琴
ノ
緒
町
四
丁
目
二
番
一
六
号

有
限
会
社
島
本
商
店

清
算
人

松
本
須
満
男

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

兵
庫
県
西
宮
市
新
甲
陽
町
九
番
一
六
号

有
限
会
社
構
想
社

清
算
人

三
木

学

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

神
戸
市
長
田
区
北
町
一
丁
目
四
九
番
地

株
式
会
社
世
紀
星

代
表
清
算
人

趙

維

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

奈
良
県
宇
陀
市
大
宇
陀
大
熊
七
二
四
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
自
然
回
帰
の
会

清
算
人

小
林
ふ
さ
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

鳥
取
市
富
安
二
丁
目
一
三
一
番
地

株
式
会
社
ホ
ー
ミ
ッ
ク

代
表
清
算
人

森
岡

弘
実

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
会
社
法
第
四
七
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

広
島
市
東
区
温
品
五
丁
目
二
番
二
二
号

Ｋ
Ｓ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

片
瀬

孝
二

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
一
日
開
催
の
定
時
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

山
口
県
宇
部
市
末
広
町
九
番
一
三
号

株
式
会
社
山
口
フ
ジ
カ
ラ
ー

代
表
清
算
人

金
子

潤
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
個
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

香
川
県
観
音
寺
市
吉
岡
町
一
〇
一
一
番
地
八

有
限
会
社
井
上
塗
装

清
算
人

井
上

秀
明


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